
議  案  第 ２５ 号 

令和５年３月９日 

 

 

令和５年度 伊方町特定地域生活排水処理事業特別会計予算  

 

令和５年度伊方町特定地域生活排水処理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。  

 

 

伊方町長  高 門 清 彦     

 

 

 （歳入歳出予算）  

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７２，４７３千円と定める。  

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び該当区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。  

 

 （一時借入金）  

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５，０００

千円と定める。  



















  － ９ － 

 

 

           地 方 債 の 前 々 年 度 末 に お け る 現 在 高 及 び 前 年 度 末 及 び 
           当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 に 関 す る 調 書 

                                                                                               （単位：千円） 

 

区       分 

 

前 々 年 度 末 

 

現  在  高 

前 年 度 末 

 

現 在 高 

当 該 年 度 中 増 減 見 込 当 該 年 度 末 

 

現 在 高 見 込 額  

当 該 年 度 中 

起 債 見 込 額 

当 該 年 度 中 

元金償還見込額 

 

  １ 下水道事業債 

 

47,767 

 

47,736 

 

 

 

20,772 

 

26,964 

 

  ２ 過疎対策事業債 
 

16,412 

 

15,349 

 

 

 

2,599 

 

12,750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  合     計 

 
64,179 

 
63,085 

 

 
 

23,371 
 

39,714 

           


